
 

 

亀が岡自治会 １２月度定例役員会議事録抜粋 

平成 26年 12 月 14 日  

開催日時 ： 平成 26年 12月 14日（日） 10：30～ 

開催場所 ： 亀ヶ岡自治会会館１階 

出席者 ： 26年度役員 9名、顧問 2名 合計 11名 

１． 議決・報告事項  

① 年末行事『餅つき大会』について―12月 23日行事担当者は公園午前 10時集合。        

12時より餅つき開始、その他豚汁、非常食試食、射的等の実施。 

② 2014年度 共同募金についての報告                                    

赤い羽根共同募金：￥148,280                                        

年末たすけあい共同募金：￥154,620     計￥302,900               

③ 空き地の現状と管理状況調査について                                    

未居住地、駐車地の草刈り等について環境衛生担当役員と赤羽顧問の協力下、          

調査報告書を作成し地主に現状写真同封のうえ、草刈りを要請、実施しました。 

④ 今後自治会の予定とスケジュールについて                                 

平成 27年 1月 10日(土)  の役員会で次期役員・班長選出依頼提出についての説明       

1月 31日・・・次年度役員選出〆切                                      

2月 8日 ・・・2月度の役員会に新役員出席  新旧役員顔合わせ、職務分担決定(互選)、引継  

2月 28日・・・次期班長選出〆切                                        

3月 8日 ・・・3月役員会、新旧役員業務引継、資料配布                         

4月中旬・・・4月 19日以前に総会の開催 

⑤ 防災対策実行委員会より ・・・防災対策実行委員会副委員長に大川氏就任しました。 

⑥ 雪かき対策について会員に回覧要請する                                  

役員・班長の公の場所について、会員宅の近隣で雪かき困難なお宅の前などの積極的な協力体制

のお願い。 また自治会でスコップを 10本購入。 

⑦ 回覧板について ・・・回覧板は月 1回を原則とし、事務局でまとめて配布すること。              

大量枚数に及ぶ配布資料については市民協働課輪転機を使用すること。               

回覧板不要希望の世帯については複写をポスティングし、回覧を行わない。 

⑧ 新設・住民自治協議会について ・・・自治会ごとの個々で行う説明会の開催の必要としない。 

⑨ 小坪交番協議会より ・・・逗子市内で振り込め詐欺被害が 9件発生したので注意すること。 

２． 継続審議事項 

① 防犯カメラ設置委員会 ・・・防犯カメラ導入に際し、県からの補助金要請の為に住民同意書が必要

な為、回覧板で同意、署名をお願いした。 しかしながら設置・運営には大幅な予算不足が見込ま

れるため、この先も継続して審議していく方向。 

② 自治会掲示板の 11か所にサビ・腐食などの不具合。修繕可能か検討。         以上 


